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新年度がスタートして早いもので１ヶ月が過

ぎました。新一年生も少しずつ学童に慣れ、毎日

元気に登館しお友達と楽しく遊んだり、おやつを

食べたりしながら過ごしています。学校とはまた

異なる集団生活の中で色々な経験を通して成長

し、相手の立場になって考え思いやる「こころ」

を育ててほしいと思います。又、児童館では引き

続き「手洗い」「うがい」「消毒」の声掛けを行い

ながら感染予防に努めていきたいと思います。 

 

・ 現在、4 月 25 日付けで京都府にコロナウイ

ルス感染拡大防止の為「緊急事態宣言」が発

令されました。それに伴い、児童館でも感染

防止の為、今年 1 月から実施していました

「おやつ提供の一時休止」等の対応を 5 月 1

日(土)よりとらせて頂きます。現時点での宣

言期間は 4 月 25 日(日)～5 月 11 日(火)ま

でとされていますが、期間が延長になる場合

や、その他京都府,市より対応についての指示

がありましたら別途、保護者の皆様にお知ら

せ致します。 

・ 昨年度の保護者会からいただきました寄付に

て、トミカやラキュー等のおもちゃを購入さ

せて頂きました。大切に使わせて頂きます。

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 追加書類の提出をお願いしているご家庭は、

早急に児童館まで提出していただきますよ

う、宜しくお願い致します。 

 

・ 新１年生の学校からの集団下校は、4 月 23 日

(金)までとなります。各ご家庭でも、安全指導

をしていただき、交通ルールや安全について

お話ししていただければと思います。 

 

・ 2 年生から 4 年生までの子どもさんは、5 月

17 日(月)より小学校にて「学び教室」が始ま

ります。その為、学び教室参加の有無及び 

児童館登館の有無を、5 月 10 日(月)までに 

職員までお知らせください。 

・ 児童館では日々、“自分の事は自分でしよう”

と子ども達に声を掛けております。各ご家庭

でも子ども達にお話しして頂ければと思い

ます。又、お迎えに来られた際はランドセル

等、自分の荷物は自分で持つ様に声掛け等を

して頂ければと思います。理解とご協力を 
お願い致します。 
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